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今冬のインフルエンザ総合対策の推進について 

 

平素より、厚生労働行政の推進につきまして、ご協力いただき誠にありがとう

ございます。 

インフルエンザは毎年冬季に流行を繰り返し、また、近年においては、高齢

者施設における集団感染等の問題が指摘されていることから、社会福祉施設等

においても十分な注意が必要とされています。 

このため別添通知のとおり、「社会福祉施設等における今冬のインフルエン

ザ総合対策の推進について」（令和２年11月20日付厚生労働省子ども家庭局総

務課、社会・援護局福祉基盤課、社会・援護局障害保健福祉部企画課、老健局

総務課事務連絡）が都道府県等に対して発出されたところです。 

貴会におかれましては、別添通知等を参考として、会員各位へのインフルエ

ンザの予防等対策の周知についてご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別記） 

公益社団法人 全国老人保健施設協会 

一般社団法人 日本慢性期医療協会 

日本介護医療院協会 

公益社団法人 日本看護協会 

公益財団法人 日本訪問看護財団 

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 

一般社団法人 全国デイ・ケア協会 

一般社団法人 日本訪問リハビリテーション協会 

一般社団法人 日本リハビリテーション病院・施設協会 

一般社団法人 日本言語聴覚士協会 

一般社団法人  日本作業療法士協会 

公益社団法人  日本理学療法士協会 

 

 


